健／令07-10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　令和 ７年１０月３１日
＊　健　保　だ　よ　り　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三菱瓦斯化学健康保険組合


「資格確認書」の交付について


　　令和７年１２月２日に現行の「健康保険証」が失効し、使用できなくなります。
それに伴い「マイナ保険証」をお持ちでない方（マイナンバーカードを保有していない方、保険証利用登録をされていない方、電子証明書の有効期限切れの方）に、健康保険証に代わる「資格確認書」を下記のとおり交付いたします。
　　令和７年１２月２日以降は「資格確認書」を使用して医療機関で受診してください。

記

１．配布時期　 令和７年１１月１１日以降順次、事業所より配布
２．対象者　 マイナ保険証を保有していない方（令和７年１０月７日現在）
※既に「資格確認書」の交付を受けている方を除く


世帯ごとに封筒に入れて配布します。１つの封筒に４枚までの封入のため、５枚以上の世帯は封筒２つでの配布となります。

＊健康保険証は失効しますので返納は不要です。ご自身で破棄願います。

＊健康保険証利用登録の確認は、ご自身でマイナポータルにログインして確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001563400.pdf

以　上

担当　吉田・折内（TEL：03-3283-5107）


